
公  募  要  領 

 

１．事 業 名  国立大学法人信州大学の会計監査人候補者の選定 

 

２．事業の趣旨  国立大学法人は国立大学法人法の定めにより、会計監査人の監査を受ける

こととされています。会計監査人の選任は文部科学大臣が行いますが、選任

に当たっては、各国立大学法人が会計監査人の候補者を選定し、会計監査人

候補者名簿を文部科学大臣に提出することとされています。 

このことから、本学の会計監査人に就任する希望をお持ちの方から企画提案

書の募集を行い、会計監査人の候補者の選定を行うものです。 

 

３．事業の内容  国立大学法人信州大学における平成２２年度の財務諸表、事業報告書（会

計に関する部分に限る。）及び決算報告書についての監査業務 

 

４．企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

（１）国立大学法人信州大学契約事務取扱規程（以下「契約事務取扱規程」という。）第5条

の規定に該当しない者であること。 

（２）契約事務取扱規程第6条の規定に該当しない者であること。 

（３）国立大学法人法第３５条において準用する独立行政法人通則法第４１条に規定する会

計監査人の資格を満たしている者。 

（４）契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

 

５．企画提案書の提出方法等 

（１）企画提案書の提出場所、企画競争の内容を示す場所並びに問い合わせ先 

〒３９０－８６２１ 長野県松本市旭３－１－１ 

国立大学法人信州大学財務部財務課 

ＴＥＬ：０２６３－３７－２１２１（直通） 

ＦＡＸ：０２６３－３４－４００３ 

Ｅ－ｍａｉｌ：zaimu-soumu@shinshu-u.ac.jp 

（２）企画提案書の提出方法 

①用紙サイズはＡ４縦判、横書きとします。 

②提出方法は、１２部を郵送又は持参すること。 

○郵送 

・簡易書留、宅配便等で送付すること。 

・提案書類は紙媒体で提出すること。 

・募集締切後、受領通知を事務連絡先に送付します。 

○持参 

・受付時間：平日８時３０分～１７時１５分（１２時００分～１３時００分を除く） 

・提出書類は紙媒体で提出すること。 

・募集締切後、受領通知を事務連絡先に送付します。 

③その他 

・企画提案書を提出する際には、組織の代表者名で、本件に対する応募の意思を明

確に示す書面を提出すること。 

・企画提案書に関する事務連絡先（照会先）を明記すること。 

・企画提案書は日本語及び日本国通貨で１２部提出すること。 



（３）提出書類 

①企画提案書 

②会社案内 

③その他必要と思われる資料 

（４）企画提案書の提出期限等 

提出期限：平成２２年２月２２日（月曜日）１７時１５分（必着） 

提 出 先：上記（１）に示す場所 

（５）その他 

企画提案書等の作成費用については、選定結果に拘わらず企画提案者の負担とします。

また、提出された企画提案書等については返却しません。 

 

６．選定方法等 

（１）選定方法 

書類及び面接選考 

・選定委員会において、提出された提案書類及び企画提案者に対する面接に基づい

て選考を実施します。 

企画提案者に対して、３月１０日（水曜日）に面接を実施します。詳細な時間・

場所等については決定次第、事務連絡先に通知を行います。 

（２）審査基準 

別途定めた審査基準のとおり。 

（３）選定結果の通知 

選定終了後、１４日以内にすべての提案者に選定結果を通知します。 

 

７．契約締結 

会計監査人として文部科学大臣による選定後、企画提案書をもとに契約条件を調整するも

のとします。なお、契約金額については業務内容等を勘案して決定するものとするので、企

画提案者の提示する金額と必ずしも一致するものではありません。また、文部科学大臣が選

任しない場合及び契約条件等が合致しない場合には契約締結を行わない場合があります。 

 

８．スケジュール 

①公募開始：平成２２年２月 １日（月曜日） 

②公募締切：平成２２年２月２２日（月曜日） 

③審  査：平成２２年３月上旬頃 

④選  定：平成２２年３月中旬頃 

⑤契約締結：文部科学大臣による選任後 

⑥会計監査人の任期：国立大学法人法第 35 条において準用する独立行政法人通則法第 42

条に定められた期間 

⑦監査の対象となる事業年度：第７期（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日） 

 

９．その他 

①事業実施にあたっては、契約書及び企画提案書等を遵守すること。 


